
　以下の告示・通知等により、本書の内容に補正が生じましたのでお知らせします。
　・令和3年7月30日　保医発0730第1号　「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
　・令和3年8月11日　厚生労働省告示第305号　使用薬剤の薬価（薬価基準）及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示
　・令和3年8月11日　厚生労働省告示第307号　療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件

頁 欄 行 備考

早248 下から1行目 　（4）　保険医が投与することができる注射液 　（4）　保険医が投与することができる注射液 字句挿入

早310 下から3行目 字句挿入

　001～181  　　　　(略) 　001～181  　　　　(略)

　182　経カテーテル人工生体弁セット 　182　経カテーテル人工生体弁セット

　　 　　(1) ・ (2)　　　(略) 　　 　　(1) ・ (2)　　　(略)

早363 下から3行目 字句訂正

令和２年度版「医科診療報酬点数表（早見表付）」の追補について（第22報）

訂正後 訂正前

 ６．　投薬期間に上限が設けられている医薬品、保険医が投与する
        ことができる注射液

 ６．　投薬期間に上限が設けられている医薬品、保険医が投与する
        ことができる注射液

、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 製剤、遺伝子組換え
ヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ
アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、 アルグルコシダーゼ
アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、
エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリ
パーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー
性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）及びテデュグルチド
製剤

　経カテーテル人工生体弁セットは、下記のいずれかの場合に算
定できる。
ア　自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動
　脈弁狭窄又は外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全によ
　る症候性の弁膜症を有し、かつ、外科的手術を施行することがで
　きず、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患者に
　とって最善であると判断された患者に使用する場合

　経カテーテル人工生体弁セットは、下記のいずれかの場合に算
定できる。
ア　自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動
　脈弁狭窄を有し、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が
　当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合
イ　外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全（狭窄、閉鎖不全
　又はその複合）による症候性の弁膜症を有し、かつ、外科的手
　術を施行することができず、経 カテーテル人工生体弁セットによ
　る治療が当該患者にとって最善であると判 断された患者に使用
　する場合

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部 、
　　　第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料
　　　（フィルムを除く。）及びその材料価格

　Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部 、
　　　第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料
　　　（フィルムを除く。）及びその材料価格

注 注

、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 製剤、遺伝子組換え
ヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ
アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、 アルグルコシダーゼ
アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、
エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリ
パーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤及びメポリズマブ製剤

 別表第９　在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加
　　　　　　　算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に
　　　　　　　規定する注射薬

 別表第９　在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加
　　　　　　　算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に
　　　　　　　規定する注射薬

、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 製剤、遺伝子組換え
ヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤

、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 製剤、遺伝子組換え
ヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤、
オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤



　183～210  　　　　(略) 　183～210  　　　　(略)

 D004-2　悪性腫瘍組織検査  D004-2　悪性腫瘍組織検査

　　 （1）～（8）　　　　(略) 　　 （1）～（8）　　　　(略)

418 右 上から10行目 字句挿入

　　　（10）～（19）　　　　(略) 　　　（10）～（19）　　　　(略)

418 右 下から1行目 　　　　(新設） 字句挿入

　　　　(新設） 字句挿入　肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治
療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより
ＡＬＫ融合遺伝子検査を行った場合は、本区分の「１」
の「イ」処理が容易なものの「（１）」医薬品の適応判定の
補助等に用いるものの所定点数を準用して患者１人に
つき１回に限り算定する。
ア　本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検
　体として、「１」の「イ」処理が容易なもののうち、（２）の
　アに規定する肺癌におけるＡＬＫ融合遺伝子検査を
　
  行うことが困難な場合に算定できる。

イ　本検査の実施にあたっては、肺癌の組織を検体と
　した検査が実施困難である医学的な理由を診療録及
　び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ウ　本検査と、肺癌の組織を検体とした「１」の「イ」処理
　が容易なもののうち、（２）のアに規定する肺癌におけ
　るＡＬＫ融合遺伝子検査を併せて行っ た場合には、
　主たるもののみ算定する。

（21）

（9） （9） 　肺癌において、「１」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定
の補助等に用いるもののうち、(２)のアに規定する肺癌
におけるＡＬＫ融合遺伝子検査と区分「Ｎ００２」の「６」Ａ
ＬＫ融合タンパク又は区分「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融合遺伝
子標本作製を併せて行った場合には、主たるもののみ
算定する。

（20）

　肺癌において、「１」の「イ」の「⑴」医薬品の適応判定
の補助等に用いるもののうち、(２)のアに規定する肺癌
におけるＡＬＫ融合遺伝子検査又は（21）のＡＬＫ融合
遺伝子検査と区分「Ｎ００２」の「６」ＡＬＫ融合タンパク又
は区分「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融合遺伝子標本作製を併せ
て行った場合には、主たるもののみ算定する。

　肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治
療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより
ＲＯＳ１融合遺伝子検査を行った場合は、本区分の「１」
の「イ」処理が容易なものの「（１）」医薬品の適応判定の
補助等に用いるものの所定点数を準用して患者１人に
つき１回に限り算定する。
ア　本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検
　体として、「１」の「イ」 処理が容易なもののうち、（２）の
　アに規定する肺癌におけるＲＯＳ１融合遺伝子検査を
　行うことが困難な場合に算定できる。
イ　本検査の実施にあたっては、肺癌の組織を検体と
　した検査が実施困難である医学的な理由を診療録及
　び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ウ　本検査と、肺癌の組織を検体とした「１」の「イ」処理
　が容易なもののうち、（２）のアに規定する肺癌におけ
　るＲＯＳ１融合遺伝子検査を併せて行った場合には、
　主たるもののみ算定する。

イ　先天性心疾患手術において植え込まれた右室流出路心外導
　管又は肺動脈弁位に外科的に留置した生体弁の機能不全（狭
　窄、閉鎖不全又はその複合）を有し、かつ外科的手術を施行す
　ることができず、本品による治療が最善であると判断された患者
　に使用する場合

ウ　先天性心疾患手術において植え込まれた右室流出路心外導
　管又は肺動脈弁位に外科的に留置した生体弁の機能不全（狭
　窄、閉鎖不全又はその複合）を有し、かつ外科的手術を施行す
　ることができず、本品による治療が最善であると判断された患者
　に使用する場合



　　　　(新設） 字句挿入

　　　　(新設） 字句挿入

　　　　(新設） 字句挿入

　　　　(新設） 字句挿入

 D006-12　ＥＧＦＲ遺伝子検査（血漿）  D006-12　ＥＧＦＲ遺伝子検査（血漿）

427 右 上から4行目
字句挿入（1） 　血漿を用いてリアルタイムＰＣＲ法により行った場合に

算定できる。

（24） 　患者から１回に採取した血液を用いて肺癌に対して
（20）のＲＯＳ１融合遺伝子、（21）のＡＬＫ融合遺伝子又
は区分「Ｄ００６－12」ＥＧＦＲ遺伝子検査（血漿）のいず
れかを併せて行った場合には、検査の項目数に応じ
て、２項目の場合は本区分の「注１」の「イ」２項目の所
定点数を準用し、３項目の場合は本区分の「注１」の
「ロ」３項目の所定点数を準用して算定する。

（25） 　患者から１回に採取した血液を用いて肺癌に対して
（15）のＭＥＴｅｘ14遺伝子検査及び（22）のＮＴＲＫ融合
遺伝子を併せて行った場合には、検査の項目数に応じ
て、本区分の「注２」の「イ」２項目の所定点数を準用し
て算定する。

（1） 　血漿を用いてリアルタイムＰＣＲ法又は次世代シーケ
ンシングにより行った場合に算定できる。

　肺癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治
療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより
ＡＬＫ融合遺伝子検査を行った場合は、本区分の「１」
の「イ」処理が容易なものの「（１）」医薬品の適応判定の
補助等に用いるものの所定点数を準用して患者１人に
つき１回に限り算定する。
ア　本検査は、医学的な理由により、肺癌の組織を検
　体として、「１」の「イ」処理が容易なもののうち、（２）の
　アに規定する肺癌におけるＡＬＫ融合遺伝子検査を
　
  行うことが困難な場合に算定できる。

イ　本検査の実施にあたっては、肺癌の組織を検体と
　した検査が実施困難である医学的な理由を診療録及
　び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ウ　本検査と、肺癌の組織を検体とした「１」の「イ」処理
　が容易なもののうち、（２）のアに規定する肺癌におけ
　るＡＬＫ融合遺伝子検査を併せて行っ た場合には、
　主たるもののみ算定する。

（22） 　固形癌患者の血液を検体とし、抗悪性腫瘍剤による
治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングに
よりＮＴＲＫ融合遺伝子検査を行った場合は、本区分の
「１」の「ロ」処理が複雑なものの所定点数を準用して患
者１人につき１回に限り算定する。
ア　本検査は、医学的な理由により、固形癌の組織を
　検体として、「１」の「ロ」処理が複雑なもののうち、（４）
　のウに規定する固形癌におけるＮＴＲＫ融合遺伝子
　検査を行うことが困難な場合に算定できる。
イ　本検査の実施にあたっては、固形癌の組織を検体
　とした検査が実施困難で ある医学的な理由を診療録
　及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ウ　本検査と、固形癌の組織を検体とした「１」の「ロ」処
　理が複雑なもののうち、（４）のウに規定する固形癌に
　おけるＮＴＲＫ融合遺伝子検査を併せて行った場合
　には、主たるもののみ算定する。

　卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌において、（22）の
ＮＴＲＫ融合遺伝子検査と区分「Ｄ００６－18」ＢＲＣＡ１
／２遺伝子検査を併せて行った場合には、主たるもの
のみ算定する。

（23）



　　　（2）～（4）　　　　(略) 　　　（2）～（4）　　　　(略)

 D006-19　がんゲノムプロファイリング検査  D006-19　がんゲノムプロファイリング検査

430 右 上から3行目 字句挿入

　　　（2）～（11）　　　　(略) 　　　（2）～（11）　　　　(略)

（1） 　「１」検体提出時については、固形腫瘍の腫瘍細胞又
は血液を検体とし、100以上のがん関連遺伝子の変異
等を検出するがんゲノムプロファイリング検査に用いる
医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代
シーケンシングを用いて、包括的なゲノムプロファイル
の取得を行う場合に患者１人につき１回（以下のイの場
合については２回）に限り算定できる。ただし、血液を検
体とする場合については、以下に掲げる場合にのみ算
定できる。
ア　医学的な理由により、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体
　としてがんゲノムプロファイリング検査を行うことが困
　難な場合。この際、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし
　た検査が実施困難である医学的な理由を診療録及
　び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
イ　固形腫瘍の腫瘍細胞を検体として実施したがんゲ
　ノムプロファイリング検査において、包括的なゲノムプ
　ロファイルの結果を得られなかった場合。この際、そ
　の旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載
　する。

　血漿を用いてリアルタイムＰＣＲ法により行った場合に
算定できる。

（1） 　「１」検体提出時については、固形腫瘍の腫瘍細胞又
は血液を検体とし、100以上のがん関連遺伝子の変異
等を検出するがんゲノムプロファイリング検査に用いる
医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代
シーケンシングを用いて、包括的なゲノムプロファイル
の取得を行う場合に、患者１人につき１回に限り算定で
きる。

　血漿を用いてリアルタイムＰＣＲ法又は次世代シーケ
ンシングにより行った場合に算定できる。


